
朝倉川流域ビジョン2005
成り立ちマップ

基本理念

策定趣旨
フォーラム設立10年 活動総括と今後の方向性

生物学的視点に加え 社会的な課題への対処

基本思想 自然観

一次的な自然、二次的な自然

流域は地球のミニチュア

川に学ぶ人と社会

流域環境保全

生態系の保全、再生

エコシステムの全体像 目指すイメージの明確化

緑地のネットワーク化 点→線→面

地域固有性を守る 外来種対策

生態系の人為的かく乱 ＤＮＡの保全

流域水循環の健全化

透水性の素材、浸透枡の設置 地下水の涵養

農業用水、小河川を生かす 多面的な水循環

水利権の問題 情報公開の必要性

水源林対策

朝倉川源流域の歴史と現状 人工造林された国有林

整備の方向性 手入の必要性と場の活用

弓張山系全体の保全 条例による開発規制

面開発抑制

川を生かす街づくり 川は総合軸

建築・開発抑制 用途・容積・高さ制限

道路の機能制限 通過交通を排除する

直接流入対策

下水処理 流域排水処理の適正化

各種排水

農薬・肥料成分の流入

工場・企業排水 規制の徹底

農業排水・畜産排水
環境保全型農業へ

家畜排せつ物法の遵守

家庭雑排水

浄化運動

下水への接続

合併浄化槽の設置

光害

星空への影響・動植物への影響
環境省ガイドライン

必要なところだけ照らす

ホタルへの影響
光源対策

市民の協力

ハードな川づくり

水害 昭和41年の豪雨による被害

多自然型川づくり
多様性に富んだ工法

財政難により事業推進困難

落差工 魚の移動の障害 多段式小落差工へ

樹木・植物
生物のコリドーとしての川 川縁への植樹の必要性

水辺の緑の回路事業 植樹・メンテナンス

ビオトープ
多様な生物生息空間 街の自然のポイント

滝ノ谷ビオトープ 多様な主体の協力・参加

井原第二公園ほか 官民の事業 ビオトープネットワーク

朝倉川自転車歩行者専用道 環境に優しい道 自然素材

次の１０年に向けての重点事業

東部丘陵地帯の保全自然再生推進法のスキーム活用

里山自然学習館の整備旧多米小学校の活用

歩けるルートの整備
森橋～滝ノ谷池のルート整備

豊橋自然歩道につながる

多米公園の一部親水化
公園一部に小川を創生

水生生物の回避経路に

通過交通を排除する河川管理道路を蛇行させる

川から建築物を遠ざける
地区計画制度の導入

用途・容積・高さ制限

朝倉川全川植樹
水源から海までの回廊

民間寄付など財源確保

ゴミポイ捨て禁止条例
罰則を伴う条例

朝倉川も対象エリアに

外来種禁止条例再放流の禁止

行政と民間のコラボ
行政と民間の役割明確化

下水道整備など

朝倉川育水フォーラムの
使命と今後のあり方

目指す姿ホタルのとびかう人里づくり日本の原風景の回復

フォーラムの使命

自然環境の保全・再生

社会構造の転換

市民・企業・行政のパートナーシップ

モラルの回復

善意が循環するしくみづくり

行政施策転換への提言

未来の創造

朝倉川水辺協議会

川に学ぶ地域づくり事業

子どもの水辺再発見プロジェクト

自立に向けた方向性

財源確保

省力化・優先順位の明確化

ボランティア組織強化

資源を活かす
人的ネットワーク

NPO運営ノウハウ

ソフトな川づくり

河川法と河川管理のあり方

日本の河川制度
国が治水の最終責務

一部分権の流れ

河川法改正の流れ環境←利水←治水

治水と街づくり分権時代にふさわしい河川管理

景観・風土保全とコンセンサスづくり
目指すべきビジョン・イメージの明確化

地域の合意形成

川と住民・NPO

豊橋を発祥とする530運動

朝倉川の530運動

河川のメンテナンス・モニタリング

川と教育教育の場としての川生きる力を学ぶ

川と福祉・医療癒しの場としての川川の福祉マップ

川と観光

観光の本来の意味国の光を観る

観光資源としての朝倉川
歩けるルートの開発

橋に注目する
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